
ケア・ホワイト 

介護予防・生活支援訪問サービス契約書 

 

              様(以下、｢利用者｣とします)と ケア・ホワイト（以下、｢事業

者｣とします）は、事業者が利用者に対して行う介護予防・生活支援訪問サービスについて、次

の通り契約します。 

 

第１条（契約の目的） 

事業者は利用者に対し、介護保険法令の趣旨に従って、利用者が可能な限りその居宅におい

てその有する能力に応じ、自立した日常生活を営むことができるよう介護予防・生活支援訪

問サービスを提供し、利用者はそれに対する料金を事業者に支払います。 

 

第２条（契約期間） 

１ この契約の契約期間は、令和  年  月  日から利用者の要支援認定の有効期間満了日

までとします。ただし、契約期間満了日以前に利用者が要支援状態区分の変更を受け、要支

援認定有効期間が更新された場合は、更新後の要支援認定の満了日をもって契約期間の終了

とします。 

２ 契約満了の 7日前までに利用者から事業者に対して文書により契約終了の申し出がない場合

は、この契約は自動更新されるものとします。 

 

第３条（介護予防・生活支援訪問サービス計画書作成・変更） 

１ 事業者は、利用者の日常生活全般の状況、希望を踏まえて、介護予防サービス計画書または

介護予防マネジメントケアプランに沿って、介護予防・生活支援訪問サービス計画を作成し

ます。 

２ 介護予防・生活支援訪問サービス計画作成後においても、サービスの実施状況の把握を行い、

必要に応じて介護予防・生活支援訪問サービス計画の変更を行います。介護予防・生活支援

訪問サービス計画の変更に際して、介護予防・生活支援訪問サービス計画書の変更が必要と

なる場合は、速やかに居宅介護支援事業所に連絡するなど必要な支援を行います。また介護

予防サービス計画書または介護予防マネジメントケアプランの変更に伴い介護予防・生活支

援訪問サービス計画の変更が必要となる場合は、速やかに当該介護予防・生活支援訪問サー

ビス計画を変更することとします。 

３ 利用者またはその家族等の介護者は、事業者に対し、介護予防・生活支援訪問サービス計画

の内容の変更を申し出ることができます。この場合、事業者は、明らかに変更の必要がない

とき、および利用者の不利益となる場合を除いて、利用者またはその家族等の介護者と協議

の上、介護予防・生活支援訪問サービス計画を変更することとします。 

  

第４条（介護予防・生活支援訪問サービスの内容） 

１ 利用者が提供を受ける介護予防・生活支援訪問サービスの内容は「介護予防・生活支援訪問

サービス重要事項説明書」（以下、【重要事項説明書】とします。）に定めたとおりです。事業



者は重要事項説明書に定めた内容について、利用者またはその家族等の介護者に説明します。 

２ 事業者は、サービス従事者を利用者の居宅に派遣し、介護予防・生活支援訪問サービス計画

書に定めた内容の介護予防・生活支援訪問サービスを提供します。 

３ サービス従事者は、介護福祉士(看護師)または介護職員基礎研修または介護職員実務者研修

または介護職員初任者研修または訪問介護員養成研修１～3 級課程または家政士または 2 日

間の研修を修了した者です。 

４ 介護予防・生活支援訪問サービス計画が利用者またはその家族等の介護者との合意をもって

変更され、事業者が提供するサービスの内容または介護保険適用の範囲が変更となる場合は、

利用者またはその家族等の介護者の了承を得て新たな内容の介護予防・生活支援訪問サービ

ス計画書を作成し、それをもって介護予防・生活支援訪問サービスの内容とします。 

５ 介護予防サービス計画書または介護予防マネジメントケアプランが作成される前であって

も、緊急に必要な場合があれば介護予防・生活支援訪問サービスを提供します。 

 

第５条（サービス提供の記録） 

１ 事業者は、介護予防・生活支援訪問サービスの実施ごとに内容などを記録票に記入し、サー

ビスの終了時に利用者の確認を受けることとします。 

２ 事業者は、第 1項の記録票をこの契約の終了後 5年間保管します。 

３ 利用者は、事業者の営業時間内にその事業所にて、第２項の記録票を閲覧できます。 

４ 利用者は、当該利用者に関する第２項の記録票の複写物の交付を受けることができます。た

だし、利用者はその複写物に係る経費の実費相当を負担するものとします。 

 

第６条（秘密保持および個人情報保護） 

１ 事業者および事業者の使用する者は、サービスを提供する上で知り得た利用者またはその家

族等の介護者の秘密および個人情報に関して、正当な理由なく第三者に漏らしません。その

守秘義務は、就業中はもとより退職後も同様とします。 

２ 事業者は、利用者またはその家族等の介護者の秘密および個人情報に関して、その守秘義務

が守られるよう必要な措置を講じます。 

３ 事業者は、利用者またはその代理人からあらかじめ文書にて同意を得ない限り、サービス担

当者会議などにおいて、利用者の個人情報を用いません。 

 

第７条（料金） 

１ 利用者は、サービスの対価として【重要事項説明書】に定める利用単位ごとの料金をもとに

計算された月ごとの合計額を事業者に支払います。 

２ 事業者は、請求書を(当月の料金の合計額)を付して、利用者に送付します。 

３ 利用者は、当月の料金の合計額を翌月末日までに支払います。 

４ 事業者は、利用者から料金の支払いを受けたときは利用者に対し領収証を発行します。 

５ 利用者は、居宅においてサービス従事者がサービスを実施するために使用する電気・ガス・

水道・電話の費用および交通費の実費(通院・買物などの際、交通機関を利用した場合)を負

担します。                      

６  事業者は、緊急に計画外のサービスの提供があり、そのサービスが介護保険外のサービスの

場合には、利用者より別途料金を頂く場合があります。 



７ 契約に基づく介護予防・生活支援訪問サービスの利用について、介護保険の適用がある場合

にはサービス料金から保険給付額を差し引いた利用者負担額を支払うものとします。ただし

利用者が介護認定を受けていない場合、または介護予防サービス計画書または介護予防マネ

ジメントケアプランが作成されていない場合など、介護保険法に定める「償還払い」の取り

扱いになる場合には、利用者はサービス利用料全額を支払うものとします。（事業者から「サ

ービス提供証明書」を発行しますので、介護認定を受けた後、または介護予防サービス計画

書または介護予防マネジメントケアプラン計画作成後に、利用者負担額を除く金額について

払い戻しを受けてください。） 

８ 第８条から第１１条および第１６条に該当する場合、利用者は既に提供されたサービスにつ

いては、所定のサービス利用料金を事業者に支払うものとします。 

 

第８条（サービスの中止） 

１ 利用者は、事業者に対してサービス提供の前の営業日の午後 6時までに通知をすることによ

り、料金を負担することなくサービス利用を中止することができます。 

２ 利用者がサービス実施日の前の営業日の午後 6時までに通知することなくサービスの中止を

申し出た場合または通知がなかった場合は、事業者は利用者に対して【重要事項説明書】に

定める料金を請求することができます。この場合の料金は、第７条に定める料金の支払いと

併せて請求します。但し、介護予防・日常生活支援総合支援事業において、キャンセル料金

はいただいておりません。 

 

第９条（利用者の解約権） 

１ 利用者は事業者に対して１週間の予告期間をおいて文書で通知をすることにより、この契約

を解約することができます。ただし利用者の病状の急変、急な入院などやむを得ない事由が

ある場合は、予告期間が１週間以内の通知でもこの契約を解約することができます。 

２ 次の事由に該当した場合は、利用者は文書で通知することにより直ちにこの契約を解約する

ことができます。 

① 事業者が正当な理由なくサービスを提供しない場合 

② 事業者が守秘義務に反した場合 

③ 事業者が利用者またはその家族等の介護者に対して社会通念を逸脱するような行為を 

  行った場合 

④ 事業者が破産した場合 

 

第１０条（事業者の解約権） 

１ 事業者はやむを得ない事由がある場合、利用者に対して契約解約日の１ヶ月前までに理由を

記した文書で通知することにより、この契約を解約することができます。   

２ 次の事由に該当した場合は、事業者は文書で通知することにより直ちにこの契約を解約する 

ことができます。 

① 利用者のサービス利用料金の支払いが２ヶ月以上遅延し、料金を支払うよう催告したに

もかかわらず、１５日以内に支払われない場合 

② 利用者またはその家族等の介護者が事業者やサービス従事者に対して、この契約を継続

しがたいほどの背信行為を行った場合 



③ 利用者またはその家族等の介護者と、事業者との信頼関係に支障をきたし、その回復が

困難であり、適切なサービスの提供を継続できないと判断できる場合 

④ 利用者が通常のサービス提供地域外に引越しする等の事由によりサービスの提供が困難 

になった場合 

 

第１１条（契約の終了） 

次の事由に該当した場合は、この契約を自動的に終了します。 

１ 利用者が介護保険施設等に入所した場合 

２ 利用者の要支援認定区分が、非該当(自立)または要介護状態と認定された場合 

３ 利用者が死亡した場合 

 

第１２条（賠償責任） 

１ 事業者は、利用者に対するサービスの提供にあたって、事業者の責めに帰すべき事由により

利用者またはその家族等の介護者の生命、身体および財産に損害を及ぼした場合には、相当

範囲内においてその損害を賠償します。ただし、利用者またはその家族等の介護者に過失が

ある場合は、事業者は賠償責任を免除され、または賠償額を減額されることがあります。 

２ 物品の賠償にあたっては現状の復帰を原則とし、その対応にあたっては専門家による修理ま

たは復元を原則とします。 

３ 修理または復元が不可能な場合は、原則として購入時の価格ではなく時価（購入価格や使用

年数・耐用年数を考慮した額）をその賠償額範囲とします。そのため、購入から長年を経過

した品物については、賠償を致しかねることがあります。 

４ 取り扱いに特別の注意が必要なもの等については、予めご提示をお願い致します。ご提示の

ない場合、賠償を致しかねることがあります。 

５ 利用者またはその家族等の介護者は、利用者またはその家族等の介護者の責めに帰すべき事

由により、事業者のサービス従事者の生命、身体および財産に損害を及ぼした場合には、相

当範囲内においてその損害賠償を請求される場合があります。 

 

第１３条（緊急時の対応） 

事業者は、介護予防・生活支援訪問サービスの提供時に利用者の病状の急変が生じた場合や、

その他必要な場合は、速やかに家族等の介護者や医師等に連絡を取るなど必要な措置を講じ

ます。 

 

第１４条（身分証携行義務） 

サービス従事者は常に身分証を携行し、初回訪問時および利用者またはその家族等の介護者

から提示を求められたときは、身分証を提示します。 

 

第１５条（連携） 

１ 事業者は、介護予防・生活支援訪問サービスの提供にあたり介護支援専門員や保健医療サー

ビスや福祉サービスを提供する者等との密接な連携に努めます。 

２ 事業者は、介護予防・生活支援訪問サービス計画書の写しを介護支援専門員に送付します。 

３ 事業者は、第９条または第１０条に基づいて解約をする際は、介護支援専門員に連絡します。 



 

第１６条（天災等不可抗力） 

１ この契約の有効期間中、天災その他事業者の責めに帰さない事由によりサービスの提供がで

きなくなった場合には、事業者は利用者に対してサービスを提供すべき義務を負いません。 

２ 前項の場合においても、利用者は既に提供されたサービスについては、所定のサービス利用

料金を事業者に支払うものとします。 

 

第１７条（その他留意事項） 

１ 利用者またはその家族等の介護者は、この契約で定められた以外の業務をサービス従事者に

依頼することはできません。 

２ サービスの実施に関する指示･命令は、全て事業者が行います。ただし、事業者はサービス

の実施にあたって、利用者またはその家族等の介護者の事情および意向に十分配慮するもの

とします。 

 

第１８条（代理人） 

１ 利用者は、代理人をもってこの契約の締結を行うことができます。 

２ 代理人は、利用者の代行者として、この契約に定める権利の行使と義務の履行を代理して行

うものとし、その範囲は次の通りとする。 

① この契約の締結手続き 

② 利用料金の支払い 

③ その他、利用者のサービス利用に関わる一切の事項 

④ 代理人を変更する場合の通知 

３ この契約上の代理人として義務の履行が不可能または著しく支障をきたす事由が生じた場

合、利用者は新たな代理人を選定し、事業者に通知しなければなりません。 

 

第１９条（相談･苦情対応） 

事業者は、利用者からの相談･苦情などに対応する窓口を設置し、介 

護予防・生活支援訪問サービスに関する利用者の要望･苦情などに対し迅速に対応します。 

 

第２０条（裁判管轄） 

この契約に関してやむを得ず訴訟となる場合は、利用者および事業者は利用者の住所地を管

轄する裁判所を第一審管轄裁判所とすることを予め合意します。 

 

第２１条（虐待防止・身体拘束） 

  事業者は利用者の人権の擁護、虐待防止のため、責任者を設置する等の必要な体制整備を行

うとともに、サービス従事者に対し、研修を実施する等の措置を講じます。 

基本的に身体拘束は行いません。利用者に不利を生じる、又は自傷他害の恐れがある時はや

むを得ず身体拘束をする場合があります。その際は必要最低限の時間にとどめ、定期的に異

常の有無を確認します。 

身体拘束を行う場合は、法令に基づく指針を遵守するとともに、記録を経時的に行います。 

 



第２２条（この契約に定めのない事項） 

この契約に定めのない事項については、介護保険法令その他諸法令の定めるところにより、 

利用者および事業者が誠意をもって協議の上定めるものとします。 

以上 

 

この契約の締結を証するため、本書２通を作成し、利用者および事業者が署名捺印の上、各１通

を保管するものとします。 

 

契約締結日   令和   年   月   日 

 

契約者名 

   事業者 

     〔住所〕 兵庫県神戸市長田区日吉町２－１－２アスタピア新長田公園通り１１１ 

     〔名称〕 株式会社ホワイト 

          ケア・ホワイト  

          （指定介護保険事業者番号 ２８７０６０２７８２） 

 

〔管理者〕 林 宏美           印 

 

 

 

   利用者 

〔住所〕 

 

     〔氏名〕                  印 

 

 

 (代理人) 

〔住所〕 

 

〔氏名〕                  印 



介護予防・生活支援サービス重要事項説明書 

令和 8年 1月 1日現在 

 

この重要事項説明書は、介護予防・生活支援サービスの契約にあたり、事業者の

概要または提供されるサービスの内容など、契約する上でご理解いただきたい事項

を記載しているものです。 

 

１ 事業者概要 

事業者名 ケア・ホワイト 

所在地 〒６５３－００３９ 

兵庫県神戸市長田区日吉町２－１－２アスタピア新長田公園通り１１１ 

電話番号 ０７８－７５４－７０９３ 

ＦＡＸ番号 ０７８－７５４－７０９４ 

指定事業者番号 

開設年月日 

（介護予防）訪問介護（２８７０６０２７８２)  

平成２３年６月１日 

管理者 林 宏美 

受付時間 月曜日～金曜日 

９：００～１７：００ 

休業日 １２月２９日～１月３日、土、日、祝 

通常のサービス提供地域 神戸市須磨区 長田区 兵庫区 

上記地域以外でもご希望の方はご相談ください。 

事業所の設備については、併設する指定訪問介護サービス事業所の設備と共用するものとします。 

 

２ 職員体制 

  常勤 非常勤 計 資格等 
兼務の 

有無 

管理者 １人 人 １人 介護福祉士 有 

サービス提供 

責任者 
４人 人 ４人 

介護福祉士 

介護職員基礎研修修了者 
有 

訪問介護員 

人  ４人 ４人 介護福祉士 有 

人 ３９人 ３９人 
介護職員初任者研修・訪問介護員養

成研修(１～２級課程)修了者 

無 

 

人 人 人 その他（看護師・准看護師等）  

人 人 人 介護職員実務者研修・介護職員基礎研修修了者  

事務職員 人 人 人    

上記職員については、併設する指定訪問介護サービス事業所の職員を兼ねる場合があります。 

 

 

 



３ 営業日および営業時間  

営業日 月曜日から金曜日までとする。 

営業時間 ９：００～１７：００ 

休業日 １２月２９日～１月３日、土、日、祝 

備考   

時間帯により、利用者負担金が異なります。 

居宅サービス計画により、休業日および営業時間外であってもサービスを提供する場合があり

ます。 

 

４ サービス内容 

利用者の自立した生活を目指し、利用者の可能性を引き出すことを前提として介護保険

法で定める介護予防・生活支援訪問サービスを実施します。尚、介護予防・生活支援訪

問サービス計画が作成されている場合は、当該計画の内容に沿って介護保険法で定める

介護予防・生活支援訪問サービスを実施します。 

食事、入浴、排泄、清拭、移動、整容、調理、洗濯、掃除、買物等日常生活の自立支援 

※ サービスは利用者を対象としたものに限られ、上記の場合、利用者以外の方のお食

事の調理、衣類等の洗濯、買物、利用者の個室以外の掃除はできません。 

  

５ サービスの利用方法 

１ サービスの利用開始 

介護予防・生活支援訪問サービス計画を作成し、契約を結び、サービスの提供を開始しま

す。 

介護予防サービス計画書または介護予防マネジメントケアプランの作成を依頼している

場合は、事前に介護支援専門員とご相談ください。 

２ サービスの終了 

(１) 利用者は事業者に対して１週間の予告期間をおいて文書で通知をすることにより、こ

の契約を解約することができます。ただし利用者の病状の急変、急な入院など、やむ

を得ない事由がある場合は予告期間が１週間以内の通知でもこの契約を解約すること

ができます。 

(２) 事業者は利用者に対して１ヶ月の予告期間をおいて理由を示した文書で通知するこ

とにより、この契約を解約することができます。 

(３) 次の事由に該当した場合は、利用者は文書で通知することにより直ちにこの契約を解

約することができます。 

・事業者が正当な理由なくサービスを提供しない場合 

・事業者が守秘義務に反した場合 

・事業者が利用者またはその家族等の介護者に対して社会通念を逸脱するような行為を 

行った場合 

・事業者が破産した場合 

(４) 次の事由に該当した場合は、事業者は文書で通知することにより直ちにこの契約を解

約することができます。 



・利用者のサービス利用料金の支払いが２ヶ月以上遅延し、料金を支払うよう催告した

にもかかわらず、１５日以内に支払われない場合 

・利用者またはその家族等の介護者が事業者やサービス従事者に対して、この契約を継

続しがたいほどの背信行為を行った場合 

・利用者またはその家族等の介護者が、事業者および事業者が使用する者の生命、身体

および財産を傷つけるなど、その人権等を侵害したことにより、この契約を継続しが

たい事由が認められる場合 

・利用者またはその家族等の介護者と、事業者との信頼関係に支障をきたし、その回復

が困難であり、適切なサービスの提供を継続できないと判断できる場合 

(５) 次の事由に該当した場合は、この契約を自動的に終了します。 

・利用者が介護保険施設等に入所した場合 

・利用者の要介護認定区分が、要介護または非該当(自立)と認定された場合 

・利用者が死亡した場合 

(６) 本条第２項の場合においても、利用者は既に実施されたサービスについて、所定の利

用料金を事業者に支払うものとします。 

 

６ サービス利用料金 

介護保険からの給付サービスを利用する場合、原則として基本料金(利用料)の 1割です。 

ただし、介護保険の給付の範囲を超えたサービス料金は、全額自己負担になります。 

 

【 料金表 基本料金 介護予防訪問介護費 】 

サービス 

提供区分 

訪問型独自サービスⅠ 

週１回程度の利用が必要な場合 

訪問型独自サービスⅡ 

週２回程度の利用が必要な場合 

訪問型独自サービスⅢ 

週３回程度の利用が必要な場合 

利用料 
利用者 

負担額 
利用料 

利用者 

負担額 
利用料 

利用者 

負担額 

１割 12,747 円／月 1,275 円／月 25,463 円／月 2,547 円／月 40,400 円／月 4,040 円／月 

２割 12,747 円／月 2,550 円／月 25,463 円／月 5,093 円／月 40,400 円／月 8,080 円／月 

３割 12,747 円／月 3,825 円／月 25,463 円／月 7,639 円／月 40,400 円／月 12,120 円／月 

 

 

 

 

 

 

 

 



【 料金表 基本料金 生活支援訪問介護費 】 

サービス 

提供区分 

生活支援訪問費(Ⅰ) 

週１回程度の利用が必要な場合 

生活支援訪問費(Ⅱ) 

週２回程度の利用が必要な場合 

生活支援訪問費(Ⅲ) 

週３回程度の利用が必要な場合 

利用料 
利用者 

負担額 
利用料 

利用者 

負担額 
利用料 

利用者 

負担額 

１割 10,200 円／月 1,020 円／月 20,368 円／月 2,037 円／月 32,324 円／月 3,233 円／月 

２割 10,200 円／月 2,040 円／月 20,368 円／月 4,074 円／月 32,324 円／月 6,465 円／月 

３割 10,200 円／月 3,060 円／月 20,368 円／月 6,111 円／月 32,324 円／月 9,698 円／月 

・「週○回程度の利用が必要な場合」とあるのは、週あたりのサービス提供の頻度による区

分を示すものですが、提供月により月間のサービス提供日数が異なる場合であっても、利

用料及び利用者負担額は変動せず定額となります。 

・適切なサービス提供等により結果的に、利用者の状態が改善する等、当初のサービス提

供区分 

において想定されたよりも少ないサービス提供になること、又はその逆に多くのサービス

提供になることがあり得ますが、その場合であっても月の途中での支給区分の変更は行い

ません。なお、翌月のサービス提供区分については、利用者の新たな状態に応じた区分に

よる個別サービス計画を作成し、サービス提供を行うこととなります。 

・(利用料について、事業者が法定代理受領を行わない場合)上記に係る利用料は、全額を

一旦お支払いただきます。この場合、「サービス提供証明書」を交付しますので、｢領収書｣

を添えてお住まいの市町村に介護予防・生活支援訪問サービス費の支給(利用者負担額を除

く)申請を行ってください。 

・本事業所は、緊急時に計画外のサービスを提供する場合があり、そのサービスが介護保

険外のサービスにあたる時には、利用者より別途料金をいただくことがあります。 

・介護予防・生活支援訪問サービス事業において、キャンセル料は頂いておりません。 

 

 

  加算 利用料 
利用者 

算定回数等 
負担額 

要
介
護
度
に
よ
る
区
分
な
し 

特定事業所加算 
所定単位数の 10/100又は

20/100 

左記の１割、2 割、3 割 

(負担割合による) 
1 回当たり 

緊急時訪問介護加算 1,084 円 
左記の１割、2 割、3 割 

(負担割合による) 
１回の要請に対して１回 

初回加算 2,168 円 
左記の１割、2 割、3 割 

(負担割合による) 
初回のみ 

中山間地域等における小

規模事業所加算 
所定単位数の 10/100 

左記の１割、2 割、3 割 

(負担割合による) 
1 回当たり 



中山間地域等に居住する

者へのサービス提供加算 
所定単位数の 5/100 

左記の１割、2 割、3 割 

(負担割合による) 
1 回当たり 

生活機能向上連携加算 1084 円 
左記の１割、2 割、3 割 

(負担割合による) 
1 月につき 

介護職員等処遇改善加算Ⅰ 
（1）1 月につき    

所定単位×245/1000 

左記の１割、2 割、3 割 

(負担割合による) 
1 回当たり 

介護職員等処遇改善加算Ⅱ 
（2）1 月につき    

所定単位×224/1000 

左記の１割、2 割、3 割 

(負担割合による) 
1 回当たり 

介護職員等処遇改善加算Ⅲ 
（3） 1 月につき      

所定単位×182/100 

左記の１割、2 割、3 割 

(負担割合による) 
1 回当たり 

介護職員等処遇改善加算Ⅳ 
（1）1 月につき    

所定単位×145/1000 

左記の１割、2 割、3 割 

(負担割合による) 
1 回当たり 

口腔機能連携加算 1 回につき 50 単位 
左記の１割、2 割、3 割 

(負担割合による) 
1 回当たり 

同一建物減算 所定単位×10％減算 
左記の１割、2 割、3 割 

(負担割合による) 
1 月につき 

所定単位数は、基本料金に各種加算減算を加えた総単位数を指します。 

（１） 特定事業所加算については、事業者が厚生労働省の定める基準に適合している場合に基

本料金に加算されます。 

（２）緊急時訪問介護加算については、利用者またはその家族等の介護者からの要請に基づき、

事業者のサービス提供責任者が指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員と連携し、当該

介護支援専門員が必要と認めた場合に、事業者のサービス提供責任者または訪問介護員等

が利用者の介護予防サービス計画書または介護予防マネジメントケアプランにおいて計

画的に訪問することになっていないサービスを緊急に行った場合に加算します。 

（３）初回加算については、新規に介護予防・生活支援訪問サービス計画を作成した利用者に対

して、初回もしくは初回の属する月のサービス提供に関して、サービス提供責任者または

サービス提供責任者の同行のもと訪問介護員等がサービス提供を行った場合に加算しま

す。 

（４） 生活機能向上連携加算については、サービス提供責任者が訪問リハビリテーション事業

所の理学療法士、作業療法士または言語聴覚士（以下「理学療法士等」とします。）によ

る訪問リハビリテーションに同行し、理学療法士等と共同して行ったアセスメント結果

に基づき介護予防・生活支援訪問サービス計画を作成し、理学療法士等と連携して介護

予防・生活支援訪問サービス計画に基づくサービス提供を行っている場合に加算します。

（当該計画に基づく初回の介護予防訪問介護が行われた日から３か月間加算します。） 

（５） 介護職員処遇改善加算については、別に厚生労働大臣が定める基準に適合している場合

に加算します。 

 

サービスにおける減算及びその該当条件は次の通りです。（非課税となります） 

（１） サービス提供責任者配置減算 

事業者が２級訪問介護員（２５年４月以降は介護職員初任者研修修了者）のサービス提



供責任者を配置している場合には所定単位数の７０％に相当する料金をお支払いいただ

きます。なお、経過措置に関する場合にはこの限りではありません。 

（２） 同一建物に対する減算 

    事業者が別に厚生労働大臣が定める施設基準に該当し、事業者の所在する同一建物に居

住する利用者にサービスを行った場合には、所定単位数の９０％に相当する料金をお支

払いいただきます。 

（３）業務継続計画未策定減算 

感染症もしくは災害のいずれかまたは両方の業務継続計画が未策定の場合、所定単位数

の１/１００減算とする。 

（４） 高齢者虐待防止措置未実施減算 

虐待の発生またはその他再発を防止するための措置を講じられていない場合、所定単位

数の１/１００減算とする。 

 

交通費 

移動手段 負担していただく交通費 

公共交通機関 実費 

自動車等 １キロあたり１６円 

・ 通院介助等の外出介助において利用者の居宅と目的地の往復により移動交通費（サービス従

事者の移動交通費を含みます）が発生する場合には、原則として利用者の負担になります。 

・ 買物代行サービスにおける利用者の居宅と目的地の往復により移動交通費が発生する場合に

は、原則として利用者の負担になります。 

・ サービス従事者の移動手段は地域により異なります。 

 

キャンセル料 

急なキャンセルの場合は、下記の料金を頂きます。 

利用日の前営業日の１７時までにご連絡をいただいた場合 無  料 

連絡が遅れた場合、または連絡をいただかなかった場合 無  料 

 

キキャャンンセセルルのの場場合合のの連連絡絡先先    ００７７８８－－７７５５４４－－７７００９９３３ 

 

その他 

 ・利用者宅でサービスを提供するために使用する電気、ガス、水道、電話および交通費の実費

（通院や買物などの際、交通機関を利用した場合）の費用は利用者のご負担になります。 

・料金のお支払い方法 

毎月、下旬までに前月分の請求をいたしますので、当月末日までにお支払いください。お支

払い方法は、銀行振込・口座引落しのどちらかをご契約の際に選べます。 

・利用者に関するサービス提供記録の複写物の交付を希望される場合は、その複写等にかか 

る実費相当をご負担いただきます。 

・認定申請日以前にサービス提供があった場合など「償還払い」の対象となる場合があります。 

・介護認定の結果、自立（非該当）となった場合には、既に利用されたサービス費用の全額を



ご負担していただくことになります。 

・介護認定の結果、認定前に提供されたサービス内容が認定後の支給限度額を上回った場合（想

定した介護度より高かった場合に発生する場合があります）は、保険給付とならないサービス

費用が生じる場合があります。この場合には、保険給付されないサービスにかかる費用の全額

をご負担していただくこととなります。 

 

７ 当社の介護予防・生活支援訪問サービスの特徴など 

１ 運営の方針 

（１）訪問介護員などは、利用者の心身の特徴を踏まえてその有する能力に応じて、自立し

た日常生活を営むことが出来るよう、身体介護・生活援助・その他の生活全般にわた

る援助をします。 

（２）介護予防・生活支援訪問サービスの提供方法について、わかりやすく説明し、サービ

スを提供します。 

（３）利用者が不在などのため、サービス提供ができない場合は、２０分間現地にて待機し

ます。２０分間を過ぎても利用者が不在の場合は、サービスの中止とみなし、キャン

セル料を頂きます。また２０分以内に開始となる場合には、予定通りのサービス時間

帯でサービスを提供します。 

（４）訪問介護員が入浴介助をするにあたり、医師の診断や利用者の家族等の介護者の立会

いをお願いすることがあります。その場合、事前に相談をさせていただきます。 

（５）以下の事由によって、担当の訪問介護員を変更させていただく場合があります。 

・訪問介護員が退職、疾病などでサービスの提供ができない場合。 

・サービス内容または訪問時間が変更になった場合。 

２ サービス利用のために 

当社では、金銭授受の取り扱いを以下のようにさせて頂きます。 

ご不明な点がございましたら直ちに事業者までご連絡ください。 

（１） サービスの提供上必要な場合を除き、利用者の現金をお預かりする事はできかねます。 

※介護予防・生活支援訪問サービスにおける、買物代行サービス等を行うにあたって、

少額の現金をお預かりするケースがございますが、その際には、利用者またはその

家族等の介護者にその場で必ず金額等に関するご確認とご了承を頂きます。 

（２）利用者の預金通帳・キャッシュカード・健康保険証・印鑑・その他有価証券等をお預

かりする事や、保管されている場所をお聞きする事はいたしません。 

 

８ サービス従事者 

１ サービス従事者とは、利用者に介護予防・生活支援訪問サービスを提供する事業者の職員

であり、主として訪問介護員（介護福祉士、介護職員基礎研修修了者、介護職員実務者研

修修了者、介護職員初任者研修修了者、訪問介護員養成研修１～２級課程修了者、看護師

等）、サービス提供責任者が該当します。 

２ 利用者の担当になる訪問介護員の選任（担当の変更を含みます）は事業者が行い、利用者

が訪問介護員を指名することはできません。事業者の都合により担当の訪問介護員を変更

する場合は、利用者またはその家族等の介護者に対し、事前に連絡すると共に、サービス

利用に関する不利益が生じないよう十分に配慮します。 



３ 利用者が、担当の訪問介護員の変更を希望する場合には、その変更希望理由（業務上不適

当と判断される理由）を明らかにして、事業者の管理者まで申し出てください。 

※業務上不適当と判断される事由がない場合、変更を致しかねることがあります。 

４ 事業者は、利用者からの変更希望による変更も含め、訪問介護員の変更により、利用者ま

たはその家族等の介護者に対し、サービス利用に関する不利益が生じないよう十分に配慮

します。 

５ 事業者は、介護保険法に定められている人員の基準に基づいて人員体制を整備し、利用者

に対して介護予防・生活支援訪問サービスを提供します。 

 

９ 家族等への連絡 

利用者または家族等から希望があった場合には、利用者に連絡するのと同様の通知を家族

等へも行います。 

 

１０ 緊急時の対応方法 

サービス提供中に容態の変化があった場合は、事前の打ち合わせにより、主治医・救急隊・ 

親族・民生委員･居宅介護支援事業者などへ連絡いたします。 

主治医 氏 名 

連絡先 

 

 

ご家族 氏 名 

連絡先 

 

 

その他 氏 名 

連絡先 

 

 

 

１１ 秘密保持および個人情報の保護 

１ 事業者および事業者の使用する者は、サービスを提供する上で知り得た利用者または

その家族等の介護者の秘密および個人情報に関して、正当な理由なく第三者に漏らしま

せん。その守秘義務は、就業中はもとより退職後も同様とします 

２ 事業者は、利用者またはその家族等の介護者の秘密および個人情報に関して、その守

秘義務が守られるよう必要な措置を講じます。 

３ 事業者は、利用者またはその代理人からあらかじめ文書にて同意を得ない限り、サー

ビス担当者会議などにおいて、利用者の個人情報を用いません。 

 

１２ サービス提供の記録 

１ 事業者は、介護予防・生活支援訪問サービスの実施ごとに内容などを記録票に記入し、

サービスの終了時に利用者の確認を受けることとします。 

２ 事業者は、第 1項の記録票をこの契約の終了後 5年間保管します。 

３ 利用者は、事業者の営業時間内にその事業所にて、第２項の記録票を閲覧できます。 

４ 利用者は、当該利用者に関する第２項の記録票の複写物の交付を受けることができま

す。ただし、利用者はその複写物に係る経費の実費相当を負担するものとします。 

 



１３ 損害賠償保険への加入 

     事業者は、下記の損害賠償保険に加入しています。 

     保険会社名  あいおいニッセイ同和損保株式会社 

     保険名    介護保険・社会福祉事業者総合保険 

     補償の概要  被害者側との間に損害賠償問題が発生した場合等の賠償リスクを総合

的にカバーする賠償責任保険 

 

１４ 損害賠償について 

１ 事業者は、利用者に対するサービスの提供にあたって、事業者の責めに帰すべき事由

により利用者またはその家族等の介護者の生命、身体および財産に損害を及ぼした場合

には、相当範囲内においてその損害を賠償します。ただし、利用者またはその家族等の

介護者に過失がある場合は、事業者は賠償責任を免除され、または賠償額を減額される

ことがあります。 

２ 物品の賠償にあたっては現状の復帰を原則とし、その対応にあたっては専門家による

修理または復元を原則とします。 

３ 修理または復元が不可能な場合は、原則として購入時の価格ではなく時価（購入価格

や使用年数・耐用年数を考慮した額）をその賠償額範囲とします。そのため、購入から

長年を経過した品物については、賠償を致しかねることがあります。 

４ 取り扱いに特別の注意が必要なもの等については、予めご提示をお願い致します。ご

提示のない場合、賠償を致しかねることがあります。 

５ 利用者またはその家族等の介護者は、利用者またはそのご家族等の介護者の責めに帰

すべき事由により、事業者および事業者が使用する者の生命、身体および財産に損害を

及ぼした場合には、相当範囲内においてその損害賠償を請求される場合があります。 

    

１５ サービス内容に関する相談・苦情 

①  営業日 月～金 （１２月２９日～１月３日、祝日除く） 

②  お客様相談・苦情担当 

     ・管理者 ･････ 林 宏美    

・電話 ０７８－７５４－７０９３  ＦＡＸ ０７８－７５４－７０９４ 

③  その他相談・問い合わせ先 

・神戸市福祉局監査指導部  

  電話 078－322－6326 

  受付 8:45～12:00，13:00～17:30（平日） 

・養介護施設従業者等による高齢者虐待通報専用電話（監査指導部内） 

  電話 078－322－6774 

  受付 8:45～12:00，13:00～17:30（平日） 

・神戸市消費生活センター  

  電話 078－371－1221  

  受付 9:00～17：00（平日） 

・兵庫県国民健康保険団体連合会 

  電話 078－332－5617  



  受付 8:45～17:15（平日） 

１６ ケアマネジャーや主治医等との連携 

事業者は、介護予防・生活支援訪問サービスの提供にあたり介護支援専門員や保健医療

サービスや福祉サービスを提供する者等との密接な連携に努めます。 

 

１７ 介護保険法の改正                          

     厚生労働省が定める介護給付費（介護報酬）の改定があった場合、事業者の料金体系は 

厚生労働省が定める介護給付費（介護報酬）に準拠するものとします。 

 

１８ 虐待の防止・身体拘束  

   事業者は利用者の人権の擁護、虐待防止のため、責任者を設置する等の必要な体制整備を

行うとともに、サービス従事者に対し、研修を実施する等の措置を講じます。 

基本的に身体拘束は行いません。利用者に不利を生じる、又は自傷他害の恐れがある時は 

やむを得ず身体拘束をする場合があります。その際は必要最低限の時間にとどめ、定期的 

に異常の有無を確認します。 

身体拘束を行う場合は、法令に基づく指針を遵守するとともに、記録を経時的に行います。 

・養介護施設従業者等による高齢者虐待通報専用電話（監査指導部内） 

    電話 078－322－6774 

    受付 8:45～12:00、13:00～17:30（平日） 

・家庭内の高齢者虐待 

    お近くのあんしんすこやかセンター又は 

    区役所・支所あんしんすこやか係 

 

１９ お約束ごと 

（１）ヘルパーに対する心づけ、贈り物は一切いただけません。 

（２）ヘルパーの個人的な電話番号や住所等を教えることはできません。 

（３）ヘルパーは利用者本人が不在の時は、自宅に入りサービスを行うことはできません。 

（４）ヘルパーは利用者の営利目的や宗教などに関することは関与できません。 

（５）ヘルパーは医療行為はできません。 

（６）担当ヘルパーが休む場合、他のヘルパーが訪問させて頂くこともあります。 

 

２０ 法人概要 

法人名称         株式会社ホワイト 

設立年月     平成２３年３月３日 

代表者氏名 張井 寿行 

法人所在地  兵庫県神戸市長田区日吉町２－１－２ 

アスタピア新長田公園通り１１１ 

電話番号         ０７８－７５４－７０９３ 

ＦＡＸ番号 ０７８－７５４－７０９４ 

実施事業         （介護予防）訪問介護、障害福祉サービス、居宅介護支援 

 



以上 

 

                             

 

 

 

 

令和   年   月   日 

 

介護予防・生活支援訪問サービスの提供開始にあたり、利用者または代理人に対して契約書およ

び本書面に基づいて介護予防・生活支援訪問サービスについての重要事項の説明をしました。 

 

事業者 

所在地  兵庫県神戸市長田区日吉町２－１－２アスタピア新長田公園通り１１１ 

名 称   ケア・ホワイト  

説明者                 印 

 

 

 

私または代理人は契約書および本書面により、事業者から介護予防・生活支援訪問サービスにつ

いての重要事項の説明を受けました。 

 

 

利用者 

 

住 所                             

 

氏 名                           印 

                            

  

代理人 

 

住 所                             

 

氏 名                           印 


